
個人情報ファイル簿（単票）  

個人情報ファイルの名称  早期療育相談者台帳  

実施機関の名称  市長  

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる部課等の名称  

こども未来部  こども包括支援課  療育支

援センター  

個人情報ファイルの利用目的  ・発達相談、健診（１歳６か月児、２歳３か

月児、３歳３か月児）での相談内容の記録を

もとに相談時に利用する。  

・計画相談において利用する。  

個人情報ファイルの記録項目  ・１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５

電話番号、６相談内容、７土浦市障害福祉課

発行の「支給決定通知書」の記載内容  等  

個人情報ファイルに記録される個

人の範囲  
発達相談、健診等で相談をした者  

個人情報ファイルに記録される個

人情報の収集方法  

保護者からの報告、事業所からの聞き取り、

モニタリング等での情報収集及び土浦市障

害福祉課からの提供  

要配慮個人情報の有無  ☑有   □無  

記録される個人情報を実施機関以

外の者に経常的に提供する場合に

は、その提供先  

個人の利用事業所、利用者の保護者  

開示請求等を受理する部課等の名

称及び所在地  

名称：こども未来部  こども包括支援課  療

育支援センター  

所在地：〒 300-0811 土浦市上高津 1809 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続の有無  

□有   ☑無  

 

個人情報ファイルの種別  ☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）  

□法第６０条第

２項第２号（手

作業処理ファイ

ル）  

利用目的及び記録される個

人の範囲が個人情報ファイ

ルの利用目的及び記録され

る個人の範囲の範囲内であ

る手作業処理ファイルの有

無   □有  ☑無  

該当法令及びその内容  



 

備考   


